
【各保健所連絡先】（夜間･休日はメッセージ等により緊急電話番号で受け付けます）

お住まいの市町村 電話番号

中北保健所 甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、
南アルプス市、北杜市

0551-23-3074

峡東保健所 山梨市、笛吹市、甲州市 0553-20-2752

峡南保健所 市川三郷町、早川町、身延町、
南部町、富士川町

0556-22-8158

富士・東部保健所 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、
道志村、西桂町、忍野村、富士河口湖町、
鳴沢村、山中湖村、小菅村、丹波山村

0555-24-9035

甲府市保健所 甲府市 055-237-8952

医療機関や福祉施設などの職員のみなさまへ

■ 検査の対象者

・ 医療機関、高齢者施設、障害福祉施設、

保育所・幼稚園、特別支援学校、消防本部などの職員で、

・ 発熱、かぜ症状（せきやのどの痛みなど）、味覚や嗅覚の異常の

どれかひとつでも症状がある方。

熱・せき・のどの痛みなどの症状がある場合は、
早めにコロナの検査を受けられるようになりました。

＜お近くの保健所へ相談してください。＞

■ 検査までの流れ

・ 症状がある場合は、出勤を控えてください。

・ 職員ご本人が、お住まいの地域の保健所へ電話で相談してください。

・ 保健所は、症状や行動歴を伺い、検査可能な医療機関をご案内します。

（時間帯や医療機関の都合により、すぐに受診調整ができない場合もあります。）

山梨県 福祉保健部 健康増進課


